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はは じじ めめ にに

会員及び寄付者の皆様方をはじめ関係機関の方々の格別のご理解とご支援に

心から感謝申し上げます。

新型コロナウイルス感染症は令和５年５月から５類感染症に位置づけられ、

社会・経済活動はコロナ禍前に戻りつつありますが、コロナ禍での浮き彫りにな

った課題に対して、様々な取り組みが進められております。日本赤十字社愛知県

支部においても、既存の事業に対して感染対策を施しながら推進しつつ、新たな

取り組みも実施してまいりました。令和６年度においても、地域社会に必要とさ

れる赤十字事業の推進をより一層図ってまいります。

災害救護事業では、大規模災害や豪雨災害などの災害に対して迅速かつ適切

に医療救護活動を行うため、救護員や災害医療コーディネーター、災害医療コー

ディネートスタッフの更なる養成に努めるとともに、災害救護用資機材の新規・

更新整備を進めてまいります。

さらに、近隣の支部と広域支援体制を確立し、行政をはじめ自衛隊・消防・警

察等との連携強化を積極的に推進してまいります。

医療事業につきましては、「日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院」

及び「日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院」の両病院が地域の中核病

院として、救急医療、高度医療及び災害医療などの分野における機能強化を図

り、地域のニーズに応じた医療の提供に努めてまいります。

看護師養成事業につきましては、日本赤十字豊田看護大学において、災害救護

活動に対応できる幅広い知識と技術を備えた優秀な看護師の養成を行ってまい

ります。

血液事業につきましては、愛知県赤十字血液センターにおいて引き続き県内

の医療機関からの要請に応え、より安全で良質な血液製剤を安定的に供給する

ため、 献血及び成分献血の一層の推進や、将来の献血を支える若年層への

理解促進を図るための献血推進広報を積極的に実施してまいります。

講習事業につきましては、昨年度に続いて、子ども・子育て世代を支える活動

を強化するため、幼児安全法を中心とした講習を積極的に働きかけるなど、より

一層の講習普及に努めてまいります。さらに、普及の担い手となる指導員の増強
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を図るため、令和６年度については幼児安全法及び健康生活支援講習の講習指

導員養成を実施してまいります。

赤十字奉仕団につきましては、講習指導員資格を取得した指導員による講習

普及や、赤十字防災ボランティア・地区リーダー、赤十字防災セミナー指導者を

中心にした防災・減災の知識・技術を普及する活動、子ども食堂を始めとした子

ども・子育て世代を支援するための取り組みを推進してまいります。

多文化共生社会の実現に向けた取り組みにつきましては、やさしい日本語に

よる講習を実施するとともに、医師の派遣等を通じた健康診断実施の支援等、市

町村や関係団体と連携し、地域における多文化共生の取り組みを推進してまい

ります。

青少年赤十字につきましては、学校教職員及び教育行政機関の理解と協力を

得ながら、メンバーの増強、指導者の養成、リーダーシップ・トレーニング・セ

ンターの開催、海外青少年赤十字メンバーとの交流、防災教育等各種事業を推進

してまいります。

福祉事業につきましては、地域が抱える問題・課題を把握し、行政、企業、他

団体と連携し、課題解決に向けて取り組んでまいります。

国際活動につきましては、第３ブロック共同事業及び支部単独事業を実施し、

国際協力支援に取り組んでまいります。

こうした事業を推進していくには、地区・分区、赤十字奉仕団はもとより、行

政、各機関、各種団体のご理解をいただきながら、より緊密な連携を図り、地域

の要望をくみ取ったうえで進めていかなければならないと考えております。

社会ニーズの変化や地域の期待に沿った新たな事業を展開するため、職員一

人ひとりが事業推進者として専門的知識、技術を向上させ、赤十字の理念と事業

を広く普及し、社会の期待に応え続けていく所存です。令和６年度も引き続き会

員及び寄付者の皆様、関係機関の方々の格別のご支援、ご協力を賜わりますよう

お願い申し上げます。

令和６年２月

日本赤十字社愛知県支部
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２２ 災災 害害 救救 護護 事事 業業

災害救護業務は、日本赤十字社法に明示された赤十字の最も重要な業務で

ある。また、災害救助法（昭和 年法律第 号）では国又は都道府県知事等

の行う救助業務に対する協力が義務づけられ、さらに、災害対策基本法（昭

和 年法律第 号）及び大規模地震対策特別措置法（昭和 年法律第 号）

においても、指定公共機関として防災に関する各種計画の策定とその遂行の

責任が課せられている。

当支部では、平成 年東日本大震災、平成 年熊本地震、平成 年 月豪雨

及び令和元年台風第 号災害など、これまでの救護活動の教訓を生かし、災

害の発生に備えて組織内の救護体制・装備の拡充を進めるとともに、本社を

はじめ全国の各都道府県支部、特に第３ブロック各県支部との相互支援体制

をより強固な体制にし、防災関係機関とも緊密に連携することで広域支援体

制の確立を図る。

また、避難所の設置に係る支援等に対しては、従前より実施してきた救護

装備や救援物資の整備を継続していくことに加え、災害時の食の支援や要配

慮者に対する支援にも取り組んでいく。

併せて、災害サイクルマネジメントにおける発災後の医療救護活動等の

「応急対応」だけでなく、災害による被害の軽減等を目的として「防災・減

災」の分野の活動も展開していく。

（１）救護班と救護員の登録

災害発生後、直ちに医療救護活動ができるよう、引き続き、日本赤十字

社愛知医療センター名古屋第一病院、日本赤十字社愛知医療センター名古

屋第二病院及び愛知県赤十字血液センターの医師、看護師等で編成した救

護班 個班を配備する。

救 護 員 登 録 状 況

区分

施設

災害対

策本部

要員

救護班要員

特殊救

護要員

血液

供給

要員

合計
医師 看護師長 看護師 助産師 薬剤師 主事

第 一 病 院 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

第 二 病 院 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

血 液 セ ン タ ー 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

 
 

１１ 会会 員員（（社社 員員）） 増増 強強 とと 社社 資資 募募 集集
 

日本赤十字社は、日本赤十字社法（昭和 年法律第 号）によって設立された認

可法人であり、会員から納入される会費と寄付金を併せた社資を財源として事業を

実施している。

赤十字活動を継続的に支援する会員の確保に努めるとともに、多様な受け入れ方

法を取り入れ、社資募集活動の促進を図る。

令和６年度の社資目標額は、一般社資８億５百万円、法人社資２億８千７百万

円、合計 億９千２百万円である。このうち地区・分区の目標額は、一般社資５億

３千５百万円、法人社資７千２百万円、合計６億７百万円である。

社資目標額内訳表

（千円）

区 分 目 標 額

一般社資

会費・寄付金

指定事業社資

計

法人社資

指定事業社資

その他法人社資

計

合 計

1
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（３）災害救護体制の強化

東日本大震災の地震・津波被害の教訓や熊本地震での経験を踏まえ、災

害時に迅速で適切な医療救護等の災害救護活動ができるよう、人材育成や

各防災機関との連携体制の構築を進める。

愛知県支部管内においては、発災直後から県内の医療救護活動を統括・

調整する災害医療コーディネーターと災害医療コーディネートスタッフを

各施設から任命し、その責務を全うするために、赤十字内外問わず各種研

修会へ参加させ育成を図る。また、被災地で医療救護活動を行う要員に対

しても研修会への参加機会を増やし、災害救護活動に即応できる人材の育

成に注力していく。

一方で、災害時の迅速かつ機動的な救護活動を実施するうえで重要とな

る、愛知県をはじめとする行政や、警察・消防・自衛隊等の関係機関との

協働を目的とした訓練・研修を実施し、相互理解を深め、連携体制の強化

を図る。

（４）臨時救護

広域的に実施される、多数の人が集まる公益的

な行事の際に、救護員を派遣して不慮の傷病者の

救護を行う。

派 遣 計 画

種 別 派遣数 延人員

各種行事 件 人

 
 
（５）地区・分区用救護装備の整備

地区・分区に救護用自動車を配備する。また、３カ年計画の３年目とな

る令和６年度においても、各地区・分区に対して、避難所の開設に必要と

なる簡易トイレ等の救護資材を継続して配備する。

地 区 ・ 分 区 配 備 計 画

品 目 数 量 摘 要

災害用トイレ

はじめ 品目
点

救護資材配備３ヵ年計画（令和４年度～６年度）の３年目

として地区・分区へ配備

【祭事等での臨時救護】 

 

支 部 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

豊 田 看 護 大 学 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

合 計 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

（２）救護訓練・研修の実施

救護員のレベル向上を目指し、支部独自の訓練・研修を実施するととも

に、本社・ブロック等の行う訓練・研修へ職員を派遣する。さらに、愛知

県をはじめ各市町村等が実施する各種防災訓練にも積極的に参加して連携

を図るとともに、市町村を会場にした近隣医療機関等と連携した救護訓練

を実施し、地域との関係強化にも一層努める。

種別 時期 回数 参加者

支部主催訓練・研修 通年 回 支部・病院・血液センター・豊田看護大学

職員、各赤十字奉仕団員等

本社等主催訓練・研修 通年 回 支部・病院・血液センター・豊田看護大学

職員、各赤十字奉仕団員等

第 ブロック支部合同災害救護

訓練（開催地：静岡県）

月 回 支部・病院・血液センター・豊田看護大学

職員、各赤十字奉仕団員等

地方公共団体等主催訓練 ～ 月 回 支部・病院・血液センター・豊田看護大学

職員、各赤十字奉仕団員等

【救護訓練・研修の様子】  

3
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合 計 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

（２）救護訓練・研修の実施

救護員のレベル向上を目指し、支部独自の訓練・研修を実施するととも

に、本社・ブロック等の行う訓練・研修へ職員を派遣する。さらに、愛知

県をはじめ各市町村等が実施する各種防災訓練にも積極的に参加して連携

を図るとともに、市町村を会場にした近隣医療機関等と連携した救護訓練

を実施し、地域との関係強化にも一層努める。
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本社等主催訓練・研修 通年 回 支部・病院・血液センター・豊田看護大学

職員、各赤十字奉仕団員等

第 ブロック支部合同災害救護

訓練（開催地：静岡県）

月 回 支部・病院・血液センター・豊田看護大学

職員、各赤十字奉仕団員等

地方公共団体等主催訓練 ～ 月 回 支部・病院・血液センター・豊田看護大学

職員、各赤十字奉仕団員等

【救護訓練・研修の様子】  
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【赤十字防災ボランティア養成研修会】   【赤十字防災ボランティア・地区リーダー養成研修会】 

 

（８）地域のための防災・減災訓練

市町村の協力のもと、赤十字の講習や炊き出し体験など、地域の自助・共助を支援

するための住民参加型訓練を豊田市にて実施する。併せて、他の医療チームや行政等

と赤十字救護班の連携を図る訓練を実施する。

【医療救護実働訓練】 【炊き出し体験】 
 
（９）防災・減災に関する教育

①赤十字防災教育事業

災害マネジメントサイクル全体への関与として、防災・減災の意識や知識、技術の

啓発を目的として、「赤十字防災教育事業（通称：赤十字防災セミナー）」を各地

区・分区と調整し実施する。

 

【緊急セット】 

（６）救援物資の配布と弔慰金の支給

火災や風水害等により被災された世帯を対象に救援物資を配布し、また

不幸にして死亡された方のご遺族に弔慰金を支給する。

災害救援物資配分基準表

災害別
品 目

被害状況

毛 布

タオルケット
緊急セット

火 災
全 焼 １人２枚

１世帯１個
半 焼 １人１枚

自然災害
全壊・流出・半壊・消火冠水

床上浸水・避難所に避難した世帯
１人１枚

（注）

１ 本配分基準は、非住家には適用しない。

２ 死亡者が出た場合は、世帯構成人員から死亡者を除いて配分する。

３ 災害救助法が適用された場合は、その都度検討して対処する。

４ 弔慰金

弔慰金は、１人につき１万円とする。

県内住居者を対象とし、災害（交通事故を除く）による死亡者に

限る。

（７）赤十字防災ボランティアの養成

各奉仕団員を対象に、防災ボランティア活動に必要な研修・講習会を実施し、防災

意識の高揚と防災に関する知識・技術の普及を進め、赤十字の理念のもとに応急救護

や救援活動に積極的に携わる赤十字防災ボランティアを養成する。

 

 

研 修 会 対 象 募集人数 時 期 回 数

赤十字防災ボランティア養成研修会 特別赤十字奉仕団員等 約 人 月 回

赤十字防災ボランティア・地区リーダー養成研修会 地域赤十字奉仕団員 約 人 月 回

赤十字防災ボランティア・フォローアップ研修会
養成研修会を修了した

特別赤十字奉仕団員
約 人 月 回

赤十字防災ボランティア・地区リーダー

フォローアップ研修会

養成研修会を修了した

地域赤十字奉仕団員
約 人 １月 回

防災ボランティアのためのこころのケア研修会
地域・特別

赤十字奉仕団員

各 人

（各回）

月

月
回
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３３ 医医 療療 事事 業業

県内の２つの赤十字病院は、平時には地域の中核病院として救急医療をはじめ、周

産期医療、小児医療、がん医療、骨髄移植、腎臓移植等の高度な医療の機能を備える

とともに、保健・福祉活動を含めた赤十字の特色を発揮し、地域医療の要として医療

活動を行う。

また、災害時において救護班の派遣はもとより、発災によって多発する重篤な傷病

者への救命医療、傷病者の受け入れ及び搬出を行う広域医療搬送等の医療救護活動の

拠点を担う。

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院では、新たな外来診察室を設置し、外

来機能の効率化および利便性の向上を図る。また、安全かつ質の高い医療を継続的に

実践するため、日本医療機能評価機構の認定の更新を受審する。

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院では、近年導入した先進的医療設備の

効率的・効果的な運用に努め、医療の質の向上を図る。また、コロナ禍以降の医療環

境の変化に対応し新たな病院づくりを推進するため、創立 周年を機に「病院将来

構想」の検討を始める。

最先端の医療提供体制を整えるため、

両病院ともに医療機器の整備を進め、こ

れまで以上に地域医療に貢献できる体制

の充実に努める。

【日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院】 【日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院】 

 

②子ども・子育て世帯対象防災教育

災害時において、配慮が必要となる「子ども・子育て世

帯」に対して、関係他団体と連携し災害に備えるための知識

や技術の伝達等の支援を行う。令和６年度は、防災・減災の

啓発教材である「親子で考える災害への心がまえ」を用いて

親子対象の防災・減災講座を実施する。
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４４ 看看 護護 師師 養養 成成 事事 業業
 

日本赤十字社が行う救護員としての看護師養成は、 年以上の長い歴史と伝統をも

つ重要な事業の一つであり、医療施設だけでなく、国内の災害救護活動、海外での災

害・紛争犠牲者の救援のために活躍できる看護師を養成する。

（１）日本赤十字豊田看護大学

医療の高度化、専門化に的確に対応できる優秀でかつ将来の救護員たる赤十字看

護師の養成と、国際医療救援活動にも対応できる国際性豊かな人材を育成すること

を目的として、学校法人日本赤十字学園日本赤十字豊田看護大学において建学の精

神に基づき、質の高い看護教育を実践する。

当支部では、平成 年度から日本赤十字豊田看護大学学生を対象とした「日本赤

十字社愛知県支部特別奨学金制度」を設け、優秀な救護員としての赤十字看護師の

確保を図っている。令和 年度には 名を特別奨学生に認定し、令和 年度も継続して

優秀な人材確保に努める。

 

（２）幹部看護師の育成

病院の看護業務指導者及び救護班の看護師長を育成するため、本社の幹部看護師

研修センターに適任者を派遣して修学させる。

区 分

学 校

養 成 人 員

年 生 年 生 年 生 年 生 合 計

日赤豊田看護大学 人 予定 人 人 人 人 予定

コ ー ス 研 修 時 間

赤十字看護管理者研修 Ⅰ 時間

赤十字看護管理者研修 Ⅱ 時間

赤十字看護管理者研修 Ⅲ 時間

【成人看護学の授業の様子】 【基礎看護学技術演習の様子】 

 

年に向けた「医療機関の機能分

化・強化と連携」等の医療政策課題に対

しても、両病院ともに施設の機能強化を

推進し、安心・安全でより質の高い医療

の提供に努める。

（１）病院の概要

施設名 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院

所在地 名古屋市中村区道下町 名古屋市昭和区妙見町

診療科

【 科】

内科、腎臓内科、内分泌内科、血液内科、脳神

経内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、

小児科、消化器外科、乳腺外科、血管外科、心

臓血管外科、呼吸器外科、小児外科、形成外科、

整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、女

性泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、

麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、歯

科、歯科口腔外科、病理診断科、救急科、臨床

検査科、精神科、化学療法内科

【 科】

内科、精神科、脳神経内科、呼吸器内科、消化

器内科、循環器内科、小児科、外科、整形外科、

形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管

外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、

眼科、耳鼻いんこう科、放射線科、麻酔科、救

急科、薬物療法内科、病理診断科、リハビリテ

ーション科、歯科、歯科口腔外科

床数 床 床

職員数 人 人

開設年月 昭和 年 月 大正 年 月

（２）患者の利用見込み

区分

施設

外 来 入 院

患 者 数 一 日 平 均 患 者 数 一 日 平 均

名古屋第一病院 人 人 人 人

名古屋第二病院 人 人 人 人

合 計 人 人 人 人
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（１）血液センターの概要

施設名 愛知県赤十字血液センター

所在地 瀬戸市南山口町

事業所・出張所

献血ルーム

１事業所・６出張所

（瀬戸・豊橋・タワーズ ・ゲートタワー ・フォレスト・栄・大須万松寺・豊田・岡崎）

献血バス 台

職員数 人

開設年月 昭和 年 月 日

（２）血液の確保計画

成 分 合 計

献血者 構成比 献血者 構成比 献血者 構成比 献血者 構成比

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

３ 血液の供給計画

（単位： 換算）

全血製剤 赤血球製剤 血漿製剤 血小板製剤 合 計

愛知県内 単位 単位 単位 単位 単位

供給エリア※ 単位 単位 単位 単位 単位

※供給エリア：一宮市・江南市・扶桑町・犬山市北部を除く愛知県内医療機関と多治見市・土岐市・瑞浪市・

恵那市・中津川市の医療機関

（４）献血推進事業計画

愛の血液助け合い運動 ７月１日～ 日（全国一斉）

ｍＬ複数回献血キャンペーン ７月～３月

代夏の献血キャンペーン ７月～９月

愛知県献血運動推進大会 ７月下旬

サマー献血イベント ８月

夏休み親子血液教室 ８月

オータム献血キャンペーン 月

クリスマス献血イベント 月

はたちの献血キャンペーン １月１日～２月 日（全国一斉）
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５５ 血血 液液 事事 業業

愛知県赤十字血液センターでは、県民、医療機関等に信頼され、持続可能な血

液事業体制を確立するために、広域事業運営体制を最大限に活用し、東海北陸ブ

ロック血液センターと連携をとり、広域的な需給管理等、効率的な事業運営を図

る。

少子高齢社会の進展に伴い献血可能人口が減少する中、将来にわたり血液製

剤の安定供給を行うことができる体制を維持するため、若年層献血者の増大と

複数回献血の推進を基軸とした献血者確保対策を実施する。

特に、 代・ 代を中心とした献血に接触する機会が少ない若年層に対し、

献血への理解と協力を得るためのキャンペーンやイベント等の取り組みを積極

的に行うとともに、小・中学生及び高校生等を対象とした血液・献血セミナーの

開催や職場体験学習の受入れ及び施設見学を通じた献血啓発を促進し、将来の

献血協力へと導く。

また、従来どおり企業や学校への献血バス配車による献血者確保を推進するととも

に、従業員や学生に対して献血ルームなど他の近隣献血会場を案内することにより、

複数回献血へと誘導し、献血協力回数の全体増加を図る。

献血者が安心して献血に協力できるよう、献血会場の感染予防対策の徹底をはじめ、

密集回避や接触機会の削減、待ち時間短縮の観点から献血 会員サービス「ラブラ

ッド」を活用した事前予約と事前問診を献血者に対し推進する。予約を前提とした献

血者確保の取り組みは、感染症の流行に左右されず安定的に血液を確保するために一

層重要となることから、行政機関との連携を強化し県民の献血への理解を得ていく。

【献血セミナー・施設見学】 【夏休み親子血液教室】
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６６ 講講 習習 事事 業業

受講者が救急法等の具体的な知識・技術を習得し、その実践を通じて「苦しんでい

る人を救いたいという思いを結集し、いかなる状況下でも人間のいのちと健康、尊厳

を守る」という赤十字の使命を具現化することを目的に、各種講習の普及事業を実施

する。

少子高齢社会に対応した内容の講習や、災害時の応急手当、避難所生活に役立つ内

容の講習など、社会的ニーズを酌んだ講習の実施に尽力する。令和６年度は、昨年度

に続いて、子ども・子育て世代を支える活動を強化するため、幼児安全法を中心とし

た講習を積極的に働きかけ、より一層の普及に努める。

さらに、普及の担い手となる指導員の増強を図るため、令和６年度については幼児

安全法及び健康生活支援講習の講習指導員を養成する。

また、外国人住民数が東京都に次いで多い愛知県では、多文化共生社会の実現が重

要な課題になっており、当支部では、講習事業をはじめとする赤十字事業を通して、

多文化共生社会の実現に向けて取り組んでいく。講習実施にあたっては、外国にルー

ツのある方が理解しやすいように「やさしい日本語」を使用した補助教材を用いて実

施する。

１．救急法

日常生活における事故防止や思わぬ事故、災害にあった人、急病になった人に対

して、医師や救急隊員に引き継ぐまでの手当の知識と技術を学ぶ。特に、社会的ニ

ーズの高い心肺蘇生と自動体外式除細動器（ ）の使用法を中心に展開する。

（１）基礎講習のみ

支 部 地域・団体・学校・企業 合 計

回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数

回 人 回 人 回 人

（２）救急員養成講習（基礎講習を含む）

支 部 地域・団体・学校・企業 合 計

回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数

回 人 回 人 回 人
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スプリング献血イベント ３月

卒業献血キャンペーン １月～３月

（５）献血検査サービス

献血協力者への感謝の気持ちとして、７項目の生化学検査成績と８項目の血球計数検査成

績を、希望された方を対象に通知する。

（６）愛知県学生献血連盟との協働

愛知県学生献血連盟と協働し、大学生を中心とした若年層の献血推進・普及啓発を図る。

（７）献血 会員サービス「ラブラッド」の登録推進

献血記録の確認や献血の予約が で可能な「ラブラッド」への登録及び献血カードアプリ

からの献血予約を推進し、献血者の利便性の向上と、メールによる協力依頼等の充実を図

る。
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３．健康生活支援講習

健やかな高齢期を過ごすための健康増進・介護予防等の必要な知識や技術と、高

齢者が自立して生活できることを目指して、家庭や地域で誰もが支援や介護ができ

る方法を学ぶ。また、災害の発生に備え、災害時に避難所等での生活を適切に支援

するための知識や技術について学ぶ災害時生活支援講習の普及にも注力する。

（１）支援員養成講習

支 部 地域・団体・学校・企業 合 計

回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数

回 人 回 人 回 人

（２）短期講習

支 部 地域・団体・学校・企業 合 計

回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数

回 人 回 人

（３）災害時生活支援講習

支 部 地域・団体・学校・企業 合 計

回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数

回 人 回 人

（４）指導員養成講習（地域奉仕団対象）

支 部 地域・団体・学校・企業 合 計

回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数

回 人 回 人

４．幼児安全法

子どもに起こりやすい事故の予防と手当の方法、また、かかりやすい病気と看病

の仕方の知識と技術を学ぶ。地区・分区と連携を図りながら市町村が子育て支援策の

一環として活用できるよう働きかけるとともに、育児中の不安を抱える方の受講を促

し、子育てをする方が参加しやすい講習を実施する。令和６年度も、本講習の普及

をとおして、オンライン等を活用しながら、子ども・子育て世代を支えることを重

点的に実施する。

 

（３）短期講習

支 部 地域・団体・学校・企業 合 計

回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数

回 人 回 人

２．水上安全法

水の事故から人命を守るため、泳ぎの基本と自己保全、手当の知識と技術を学ぶ。

青少年赤十字加盟校に働きかけ、着衣泳の講習を中心とした短期講習及び水遊び

シーズン前の自然水域における事故予防講習に重点を置く。

（１）救助員養成講習Ⅰ（プール）

支 部 地域・団体・学校・企業 合 計

回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数

回 人 回 人 回 人

（２）救助員養成講習Ⅱ（海）

支 部 地域・団体・学校・企業 合 計

回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数
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（３）短期講習

支 部 地域・団体・学校・企業 合 計

回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数
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【救急法講習会】 【水上安全法講習会】 
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する。さらに、外国にルーツのある方を含む地域住民の共助を推進するため、これら

の各講習会の参加者や協力者の方々が、今後、赤十字のボランティアとして赤十字事

業に協力していただけるように働きかける。

なお、これらの事業の推進にあたっては、行政、国際交流協会及び大学等関係団体

と連携して実施する。

※「多文化共生」・・・国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的なちがいを認め合い、

対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生き

ていくこと（「多文化共生の推進に関する研究会報告書」平成 年３月総務省）

【やさしい日本語による講習を知多市、フットサルチーム「名古屋オーシャンズ」とともに実施】 

 

（１）支援員養成講習

支 部 地域・団体・学校・企業 合 計

回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数
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（３）指導員養成講習（一般対象）

支 部 地域・団体・学校・企業 合 計

回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数 回 数 受 講 者 数

回 人 回 人

５．多文化共生社会実現のための事業 
日本語を十分に理解できない方でも、比較的理解しやすい「やさしい日本語」で作

成した補助教材を用いて、救急法をはじめとする講習を実施し、自助力・共助力の向

上を図る。また、やさしい日本語以外にも、通訳を介した母国語での講習の実施など、

受講者のニーズに合わせ、講習内容が外国にルーツのある方々に浸透する事業を展開

【災害時生活支援講（足浴・リラクゼーション）】 【オンラインによる幼児安全法講習会】  
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20 
 

（２）地域赤十字奉仕団員の講習指導員資格取得支援事業

（愛称：地域いきいき講習サポート事業）

目 的 地域赤十字奉仕団員に対して講習指導員の

資格取得と養成後のフォローアップ。

助成金額 ①指導員資格取得のための講習受講に

係る実費

②指導員資格取得団員の補充のための

講習受講に係る実費

（３）地域赤十字奉仕団活性化事業

①地域赤十字奉仕団災害対応力強化事業

目 的 赤十字防災ボランティア・地区リー

ダー養成研修会を受けた団員や赤十字

防災セミナー指導者が中心となり防災

に関する講習を行うことにより各地域

での災害対応力を高める。

助成金額 防災に関する講習会開催等に係る経費

②地域赤十字奉仕団講習普及事業

目 的 講習指導員の資格を取得した団員が

中心となり、応急手当や高齢者への

ケア及び災害時に役立つ内容の講習

を行うことにより、地域のニーズに

応える。

助成金額 講習開催に係る経費

③地域赤十字奉仕団地域福祉活動推進事業

目 的 地域福祉活動におけるニーズに応える活動を推進する。

助成金額 高齢者の支援等、地域福祉活動に係る活動経費等

【奉仕団による講習普及（救急法）】

【地域赤十字奉仕団を対象とした

講習指導員養成講習】

【防災に関する研修会】
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７７ 赤赤 十十 字字 奉奉 仕仕 団団

赤十字奉仕団は、各市区町村及びボランティア活動の分野ごとに結成された日本赤

十字社のボランティア組織であり、その目的は、赤十字の理念である人道の精神に基

づく活動を実践し、地域社会や人々の生活及び福祉の向上に貢献することである。こ

のような奉仕団活動の充実は、赤十字事業の発展には欠かせないものである。

当支部では、奉仕団がより信頼されるボランティア団体となれるよう地域ニーズに

即した活動を展開するとともに、数ある団体の中で差別化が図られるよう奉仕団活動

の専門性・独自性を高めることに努めている。

地域赤十字奉仕団は、講習指導員資格を取得した指導員による講習普及や、赤十字

防災ボランティア・地区リーダー、赤十字防災セミナー指導者を中心に防災・減災の

知識・技術を普及する活動を推進するとともに、当支部では子ども・子育て世代を支

援するために子ども食堂等の取り組みを支援していく。

特殊赤十字奉仕団は、それぞれの奉仕団の特徴ある活動を強化するとともに、災害

時に防災ボランティアとして活動するための知識・技術を高めていく。

青年赤十字奉仕団は、各大学等の代表者で構成される連絡協議会を通して相互の協

力を促進し、それぞれの奉仕団活動のさらなる充実を目指す。

また、多文化共生社会の実現に向けた取り組みとして、行政・国際交流協会等と連

携し、外国にルーツのあるボランティアの養成に取り組む。さらに、奉仕団同士の連

携を高めることを目的とした研修会等を実施する。

１．地域赤十字奉仕団活動事業

（１）地域赤十字奉仕団特別事業

目 的 特定の奉仕活動を重点的に推進する

ことにより、奉仕団活動を充実させ、

魅力ある地域づくりを進める。

対象事業 児童（青少年）の健全育成事業

助成金額 事業費の２分の１
 

【地域の子ども達への防災教育】
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20 
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１．地域赤十字奉仕団活動事業

（１）地域赤十字奉仕団特別事業

目 的 特定の奉仕活動を重点的に推進する

ことにより、奉仕団活動を充実させ、
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助成金額 事業費の２分の１
 

【地域の子ども達への防災教育】
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４．奉仕団員及びリーダーの育成（研修会の開催）

（１）赤十字奉仕団基礎研修会

目 的 赤十字奉仕団員としての意識の高揚と、

奉仕団活動を行う上で身につけるべき

知識・技術の修得を図る。

対 象 入団から概ね３年目までの奉仕団員

各回 名

内 容 赤十字に関する基礎的な講義、グループワーク

回 数 ３回

（２）赤十字奉仕団リーダーシップ養成研修会

目 的 赤十字奉仕団員として求められる知識と考え方を振り返るととも

に、赤十字奉仕団の運営と事業の牽引に求められる知識・技術の修

得を図る。 
対 象 赤十字奉仕団基礎研修会修了者又は中堅奉仕団員

（概ね入団４年目以上） 名

内 容 赤十字に関する講義、グループワーク

回 数 １回

（３）赤十字奉仕団リーダー交流研修会

目 的 赤十字に関する見聞と理解を深め、同時に参加者相互の情報交換

と交流を図る。

対 象 奉仕団委員長及び副委員長等役員 名

内 容 他県奉仕団との交流、意見交換

回 数 １回

 

（４）青年赤十字奉仕団基礎研修会

目 的 赤十字奉仕団員としての意識の高揚と、

奉仕団活動を行う上で身につけるべき

知識・技術の修得を図る。

対 象 青年赤十字奉仕団員（入団１年目）

内 容 赤十字に関する講義（赤十字の歴史、

組織、標章等）、グループワーク

回 数 １回

【赤十字奉仕団基礎研修会

グループワーク】

【青年赤十字奉仕団基礎研修会】
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（４）子ども食堂運営等支援事業

目 的 地域奉仕団による子ども食堂等の立ち上げや運営及び運営支援。

助成金額 立ち上げ支援 カ所につき 万円（上限）

運営費支 援 対象人数や開催頻度により支援

２．特別赤十字奉仕団活動事業

目 的 活動の充実と活発化を図る。

助成金額 活動経費等

３．モデル奉仕団事業

目 的 特定の奉仕活動を推進する奉仕団をモデル奉仕団として指定し、

活動を支援することで、その成果を他の奉仕団の活動モデルとし

て奉仕団活動の充実、活発化を図る。

助成金額 モデル事業に係る経費

指定期間 ３ヵ年

対 象 指定した奉仕団

  

【愛知県支部防災ボランティアセンター設置訓練】

【児童館での幼児安全法講習の実施】【子どもへの読み聞かせ活動】
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（４）子ども食堂運営等支援事業

目 的 地域奉仕団による子ども食堂等の立ち上げや運営及び運営支援。

助成金額 立ち上げ支援 カ所につき 万円（上限）

運営費支 援 対象人数や開催頻度により支援

２．特別赤十字奉仕団活動事業

目 的 活動の充実と活発化を図る。
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【愛知県支部防災ボランティアセンター設置訓練】

【児童館での幼児安全法講習の実施】【子どもへの読み聞かせ活動】
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８．赤十字奉仕団活動報告集の作成

目 的 愛知県内における赤十字奉仕団の活動報告集を作成することで、

奉仕団間の情報共有と今後の奉仕団活動への参考とし、活動の一

層の充実を図る。

９．奉仕団指導講師の活動

目 的 赤十字奉仕団の指導育成体制の充実強化を図る。

講師予定 赤十字奉仕団基礎研修会、赤十字奉仕団リーダーシップ養成研修

会、各奉仕団活動研修
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（５）青年赤十字奉仕団発展研修会

目 的 自団の活動以外にも視野を広げ、他の奉仕団及び他団体との交流の

場を設けることにより、活動の充実化を図る。

対 象 青年赤十字奉仕団基礎研修会修了者（入団２年目）

内 容 赤十字に関する講義（赤十字事業、奉仕団・ の紹介等）、他団

の活動体験、グループワーク

回 数 １回

５．多文化共生 
言葉や習慣、文化の違いを解消した活動が可能となるように、外国にルーツのあ

る住民にも奉仕団への入団を促し、講習指導員や防災ボランティアを養成してい

く。平時には講習実施や防災訓練への参加、災害時には避難所運営支援や防災ボラ

ンティアとして、赤十字活動を推進することができるように支援する。 
なお、事業の推進にあたっては、行政、国際交流協会、大学及び 等関係団体

と連携しボランティアを養成する。 

６．会議・委員会等の開催

奉仕団の実践活動の発表を通じ、奉仕団間の情報を共有し活動の活性化を図る。

対 象 回 数

赤十字奉仕団委員長会議 奉仕団委員長 回

赤十字奉仕団愛知県支部委員会 支部委員会委員 回

特殊赤十字奉仕団連絡協議会 特殊赤十字奉仕団委員長 回

青年赤十字奉仕団連絡協議会 青年赤十字奉仕団代表者 回

７．本社・第３ブロック主催会議・研修会

奉仕団の育成発展を図るため各種会議・研修会に奉仕団員を派遣する。

回 数 参 加 者

本社主催 回 人

ブロック主催 回 人
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（５）青年赤十字奉仕団発展研修会

目 的 自団の活動以外にも視野を広げ、他の奉仕団及び他団体との交流の

場を設けることにより、活動の充実化を図る。

対 象 青年赤十字奉仕団基礎研修会修了者（入団２年目）

内 容 赤十字に関する講義（赤十字事業、奉仕団・ の紹介等）、他団

の活動体験、グループワーク

回 数 １回

５．多文化共生 
言葉や習慣、文化の違いを解消した活動が可能となるように、外国にルーツのあ

る住民にも奉仕団への入団を促し、講習指導員や防災ボランティアを養成してい

く。平時には講習実施や防災訓練への参加、災害時には避難所運営支援や防災ボラ

ンティアとして、赤十字活動を推進することができるように支援する。 
なお、事業の推進にあたっては、行政、国際交流協会、大学及び 等関係団体

と連携しボランティアを養成する。 

６．会議・委員会等の開催

奉仕団の実践活動の発表を通じ、奉仕団間の情報を共有し活動の活性化を図る。

対 象 回 数

赤十字奉仕団委員長会議 奉仕団委員長 回

赤十字奉仕団愛知県支部委員会 支部委員会委員 回

特殊赤十字奉仕団連絡協議会 特殊赤十字奉仕団委員長 回

青年赤十字奉仕団連絡協議会 青年赤十字奉仕団代表者 回

７．本社・第３ブロック主催会議・研修会

奉仕団の育成発展を図るため各種会議・研修会に奉仕団員を派遣する。

回 数 参 加 者

本社主催 回 人

ブロック主催 回 人
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（２）講習会・研修会等の開催

青少年赤十字の育成・発展を期するには、質の高い指導者を獲得することが必要

であるため、本社及びブロックの主催行事に指導者を出席させるとともに、当支部

においても各種講習会、研究会及び発表会を開催する。

主 催 回 数 参 加 者

本 社 主 催 回 人

ブロック主 催 回 人

支 部 主 催 回 人

（３）リーダーシップ・トレーニング・センター（トレセン）の開催

青少年赤十字について学習し、学校や地域で活躍できるリーダーの育成及び加盟

校間の交流のため開催する。

種 別 回 数 参 加 者

支部主催小・中学校トレセン 回 人（小学生 人 中学生 人）

支部主催高校トレセン 回 人

地区協議会トレセン 回 人

本社スタディー・センター 回 人

（４）高校メンバー対象講習会の開催

メンバーの知識向上と活動の活発化を目指して講習会を開催する。

講 習 会 回 数 受講人員

救急法講習会 回 人

【小・中学校トレセン】 【高校トレセン】 

【救急法講習】 

【指導者養成講習会】 
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８８ 青青 少少 年年 赤赤 十十 字字

赤十字の理念に基づいて、日常生活の中で望ましい人格と精神を自ら形成し、ひい

ては世界の平和と人類の福祉に貢献できる子どもたちを育成する。教育委員会や校長

会へ積極的に働きかけ、学校教職員及び教育行政機関の理解と協力を得ながら、メン

バーの増強、指導者の養成、リーダーシップ・トレーニング・センターの開催、海外

青少年赤十字メンバーとの交流、防災教育等各種事業を推進する。防災教育及び講習

普及においては、青少年赤十字加盟校と赤十字奉仕団とが連携した活動となるよう支

援する。

（１）防災教育の推進

当支部が開発に携わった防災教育教材「いえまですごろく」、名古屋地方気象台と

共同で開発した学習プリント「ひとりでも学べる ちょこっとぼうさい」、県内すべ

ての加盟校である小・中・高・特別支援学校へ配付した防災教育教材「まもるいのち

ひろめるぼうさい」、加盟幼稚園・保育園に配付した「ぼうさいまちがいさがし き

けんはっけん」、段ボールベットを使用した「避難所体験プログラム」を活用し、効

果的に防災教育を推進する。

これらの教材を学校教育活動の中で活用しやすくしてもらうために、出張授業及び

学校の教員向け研修等を積極的に行い、学校現場での活用をより一層推奨していく。

【防災教育の出張授業】 【「きけんはっけん」を用いた授業】 【「いえまですごろく」を用いた授業】 

 
 

 

【段ボールベットを用いた授業】 
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（２）講習会・研修会等の開催
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であるため、本社及びブロックの主催行事に指導者を出席させるとともに、当支部

においても各種講習会、研究会及び発表会を開催する。
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（８）国際交流

海外赤十字社のメンバーや指導者と交流を行うことで、赤十字の諸活動及び青少

年赤十字事業についての理解を深め、国際親善と青少年赤十字活動の推進を図る。

令和６年度は、支部青少年赤十字国際交流事業として、モンゴル赤十字社へ県内

赤十字メンバーを派遣し、モンゴルメンバーと交流する。

種 別 回数 派遣人数

支部青少年赤十字国際交流事業

メンバー、指導者派遣
回

愛知県メンバー ９名

指導者 ３名

支部職員 １名

（９）子ども新聞プロジェクト

東日本大震災をきっかけとして、新聞社と協働し、義務教育の中で被災者の体験

を伝えていくため、青少年赤十字活動の一環として取り組むプロジェクトであり、

子どもたちが実際の新聞作りを体験し、加盟校へ配付することで防災教育の教材と

して活用する。また、子ども新聞を活用した授業を行い、メディアを通じて情報を

発信していく。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（10）社会状況の変化に伴う児童生徒に対する支援事業 

経済的な理由等により生理用品を購入することが困難な状況にある児童生徒に対
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（５）活動研究推進校
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（３）地域における新たな取り組み

それぞれの地域における社会課題を把握し、各地域で必要とされている社会活動を展開す

る。取り組みの実施にあたっては、行政、企業等協力のもと、以下の取り組みを行う。

① 子どもの「第三の居場所」づくり推進事業

独立行政法人都市再生機構（ 都市機構）中部支社と協働

で、子どもたちに様々な世代の人と食事をする機会や、赤十

字ボランティアによる学習支援、団らんなど多くの体験機会

を提供し、家庭や学校以外で安心して過ごすことのできる

「第三の居場所」づくりを名古屋市において実施する。これ

により、子どもたちの自己肯定感や自己有用感を高め、子ど

もの孤独、孤立の解消や子育て世代の支援にも繋げていく。

② 児童養護施設に入所する子どもたちの支援

家庭の事情などに影響されることなく、多くの子どもたちが多様な体験や経験を通じて

様々なことに興味関心を広げるための支援を行う。令和６年度は県内の児童福祉施設に入

所する子どもを対象として、赤十字が自然や文化等に触れる機会を設けることで、子どもの

体験機会の提供を行う。

③ 地域の支えあいを通じた高齢者健康生活支援事業

高齢者のひとり暮らしが増加する中、地域での孤立を防

ぎ、社会参加を促し健康増進に資する環境づくりを目的とし

て、介護・フレイル予防のための健康講座や健康チェック

ブースの設置、赤十字健康生活支援講習の開催、移動や外出

の支援など、企業等と連携して総合的に支援する事業を協定

締結地域である日進市などにおいて実施する。

また令和６年度においては新たに常滑市においても同事業を展開する。

④ 多文化共生社会の実現に向けた事業

愛知県支部では、これまでにやさしい日本語を使用した講

習の普及や、外国にルーツのあるボランティアの養成など、

多文化共生の取り組みを推進している。本多文化共生事業の

一環として、令和５年度に引き続き、様々な事情により、児

童生徒の健康診断が実施されていない外国人学校において、

医師の派遣等を通じた健康診断実施の支援を協定締結地域である豊橋市にて実施する。

また、知多市及び知立市を中心として、各市内関係団体の協力を得ながら、防災教育や

赤十字講習等の事業を展開し、地域における多文化共生の取り組みを推進する。

【赤十字ボランティアと子どもたち】

【協働する企業による健康チェックブースの様子】

【赤十字病院の医師による内科検診の様子】

29 
 

９９ 福福 祉祉 事事 業業

急速な少子高齢化社会への移行と疾病の多様化、社会構造や生活環境の変化に対応するた

め、当支部では、地域福祉活動推進会議を設置し、支部・病院・血液センター及びボランティ

アが一体となって、赤十字の特色を生かした福祉事業を展開する。

（１）赤十字健康教室

地域の保健衛生向上に寄与するため、地域住民を対象として、栄養講座や医療講演会を日

本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院及び日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二

病院において開催する。

実 施 期 間 令和６年４月～令和７年３月

回 数 ９回 （日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 ５回）

（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 ４回）

参加者見込み数 人 （日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 人）

（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 人）

（２）赤十字病院地域福祉活動推進事業

高齢化社会に対応するため日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院及び日本赤十字

社愛知医療センター名古屋第二病院において保健、医療、福祉の各種介護サービス事業の総

合的な展開を図った地域福祉活動を行う。

［主な活動］

要介護者の在宅介護支援、障害者の自立及び社会参加の支援、育児支援、保健衛生向

上への寄与、患者の社会復帰の支援、ボランティアの育成

【赤十字健康教室】 
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赤赤 十十 字字 のの 普普 及及

赤十字の理念と事業を県民に広く普及するため、ニュースリリースの積極的な配信

によるメディアアプローチに加え、広報誌の発行やホームページ、 を通じた情報発

信に注力する。また、赤十字運動月間キャンペーンを中心とした各キャンペーン展開

やイベントにより、赤十字運動への参画推進（会員・寄付者・ボランティアの拡大な

ど）へとつなげていく。

（１）キャンペーン広報

５月の赤十字運動月間キャンペーン（月間広報）においては、テレビ、ラジオ の

無償放送を依頼するほか、関連イベントや展示、奉仕団による街頭での 、協力機関

でのポスター掲示を幅広く行うなど、広く県民に対して赤十字事業の普及啓発を図

る。

また、９月と３月に実施する「 ！防災・減災」及び 月の「 海外たすけ

あい」についても、キャンペーン展開を通じて、幅広く赤十字事業の を行い、社旨

普及強化を図る。

（２）年間広報

ア．広報誌の発行

「日赤あいち」

発行回数 年４回（４・７・ ・１月発行）

発行部数 計 部

「フォトニュース」

発行回数 年２回（５・ 月発行）

発行部数 計 部

イ．ホームページ及び による情報発信

よりわかりやすく効果的な情報発信を行うため、随時ホームページに記事を掲

載するとともに、若年層に対する社旨普及の強化を図るために、「 」や

「 」といった を活用した情報発信を積極的に行う。

【県内の赤十字事業を広報紙で紹介】
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国国 際際 活活 動動

日本赤十字社は、自然災害や紛争により被害が発生した場合、赤十字国際委員会及び国際赤

十字・赤新月社連盟の要請に応え、救援活動を行うとともに開発途上国に対する開発援助を実

施している。当支部においては、本社を通じて、資金協力、国際救援要員の派遣、安否調査等

を行う。

（１）資金協力

各国・地域における赤十字・赤新月社が実施する災害対策事業や保健医療支援事業

等の各種事業に資金協力を行う。

日本赤十字社第３ブロック各県支部の共同事業として、①アジア・大洋州給水・衛

生災害対応キット整備事業、②レバノンプライマリーヘルス・スケールアップ事業、

③東アフリカ地域保健強化事業の３事業への協力を予定する。

また、当支部単独で、①バングラデシュ保健医療支援事業、②バヌアツ青少年赤十

字海外支援事業の２事業への協力を予定する。

（２）救援活動

多発する自然災害による被災者や紛争犠牲者に対して、迅速かつ効果的な救援活動

を展開するため、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院が日本赤十字社の国

際医療救援拠点病院のひとつに指定されており、平時から、緊急の救援要請にも即座

に応えられる体制整備に努めているほか、災害直後の緊急支援にとどまらず、中長期

にわたる復興支援や開発途上国における保健医療支援にも取り組む。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）安否調査

消息不明者の安否調査は、赤十字の国際的事業の一つであり、国内外からの依頼に

基づき調査をする。 

【ウクライナ人道危機救援】 
 

【パレスチナ赤新月社医療支援】 
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発行回数 年４回（４・７・ ・１月発行）

発行部数 計 部

「フォトニュース」

発行回数 年２回（５・ 月発行）

発行部数 計 部

イ．ホームページ及び による情報発信

よりわかりやすく効果的な情報発信を行うため、随時ホームページに記事を掲

載するとともに、若年層に対する社旨普及の強化を図るために、「 」や

「 」といった を活用した情報発信を積極的に行う。

【県内の赤十字事業を広報紙で紹介】
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国国 際際 活活 動動

日本赤十字社は、自然災害や紛争により被害が発生した場合、赤十字国際委員会及び国際赤

十字・赤新月社連盟の要請に応え、救援活動を行うとともに開発途上国に対する開発援助を実

施している。当支部においては、本社を通じて、資金協力、国際救援要員の派遣、安否調査等

を行う。

（１）資金協力

各国・地域における赤十字・赤新月社が実施する災害対策事業や保健医療支援事業

等の各種事業に資金協力を行う。

日本赤十字社第３ブロック各県支部の共同事業として、①アジア・大洋州給水・衛

生災害対応キット整備事業、②レバノンプライマリーヘルス・スケールアップ事業、

③東アフリカ地域保健強化事業の３事業への協力を予定する。

また、当支部単独で、①バングラデシュ保健医療支援事業、②バヌアツ青少年赤十

字海外支援事業の２事業への協力を予定する。

（２）救援活動

多発する自然災害による被災者や紛争犠牲者に対して、迅速かつ効果的な救援活動

を展開するため、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院が日本赤十字社の国

際医療救援拠点病院のひとつに指定されており、平時から、緊急の救援要請にも即座

に応えられる体制整備に努めているほか、災害直後の緊急支援にとどまらず、中長期

にわたる復興支援や開発途上国における保健医療支援にも取り組む。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）安否調査

消息不明者の安否調査は、赤十字の国際的事業の一つであり、国内外からの依頼に

基づき調査をする。 

【ウクライナ人道危機救援】 
 

【パレスチナ赤新月社医療支援】 
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（３）他団体と連携した赤十字運動への参画推進

ア．スポーツを通じた社会貢献

愛知県支部がパートナーシップ協定を締結

する３つのプロスポーツチームとの協働企画

により、情報発信を強化するとともに、赤十

字だけではアプローチが難しい若年層にむけ

て、赤十字事業に参画できる企画を展開す

る。

イ．赤十字を通じた社会貢献活動の推進

県内の企業・団体を対象に、赤十字支援マークの活用や周年記念寄付、

「 ！防災・減災」への参画など、企業が実施しやすい寄付方法を提案し、

赤十字を通じた 活動を促進する。

ウ．愛知県赤十字有功会

愛知県赤十字有功会は有功章受章者（社資功労）有志により昭和 年６月６日に

設立され、日赤愛知県支部の有力な支援団体として活動している。会員からの継続

的な協力が得られるよう、新規会員を募集するなど普及啓発に努める。

（４）愛知県赤十字大会

赤十字を支援してくださる赤十字会員及び寄付者ならびに奉仕団員等協力者の

方々に対し、感謝の意を表し、社旨の普及及び赤十字事業のより一層の充実を図る

ため赤十字大会を開催する。

【名古屋オーシャンズ試合会場での寄託式】



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日日本本赤赤十十字字社社 愛愛知知県県支支部部




